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研究論文    日本における鍼治療実施施設の実情について 

八木 賢訓、内山 利男 

セイリン株式会社 国内営業部 

 
1. はじめに 
セイリン国内営業部の活動の一つに治療院

訪問があり、治療院を 1 軒 1 軒回って、商品

のアピールや情報提供を行っている。訪問の際、

紹介している商品は主に鍼であるが、それ以外

に今年 6 月に発売した鍼電極低周波治療器の

商品名「picorina(ピコリナ)」もある。この商品

はいわゆるパルスの機械であるが、小型で操作

はタッチパネルといった今までにないデザイ

ンと機能で構成されている。このように商品の

案内のため、国内のほぼ全ての鍼治療実施施設

を訪問してきた。そこで、これまで得た鍼治療

実施施設について報告する。 
2. 情報の収集方法 
セイリンの開業当初より、日本全国の治療院

訪問はしており、訪問した際は日報という形で

記録を残しているが、2010 年よりシステマテ

ィックにデータの管理を始めた。その管理項目

の一つに鍼治療実施、未実施に関するものがあ

り、そのデータをベースに鍼治療実施施設をカ

ウントした。今回は、2010 年以降 2016 年ま

での調査に基づきまとめた。 
3. 鍼治療実施状況 
現在までの訪問により、全国におよそ

34,891 施設で鍼治療実施の確認ができている。

この中、鍼灸治療院は 19,631 施設（56.3％）、

鍼灸接骨院等、接骨院は 13,221 施設（37.9％）、

医療機関は、2,039施設（5.8％）であり、整形

外科や漢方内科を中心に鍼灸を導入されてき

ており、その施設数は増えている。 
又、その他に、まだ少ない施設数であるが、

歯科医院、介護施設、動物病院でも鍼治療は実

施されている。 
地域的にみると近畿地方では他の地域と違

い治療院よりも接骨院で鍼治療を実施してい

るところが多い。 
4. 問題点、考察 
① 調査方法について 
日本で鍼治療を実施しているほとんどの施

設は訪問できたものと考えるが、施設の数は

日々変化しており、常に全容を把握するのは難

しい状況にある。その理由としては、開設届を

出しても廃業届を出さない場合がある点、また、

地方などの施設へは 1 度訪問してから次に訪

問できるのが数年後といった場合も少なくな

いので、2回目の訪問前に閉院していても把握

できない事があるなどの点である。新たに開業

した施設などは Web 等で情報を入手すること

もあるが、Web で全てを把握することは難し

いと考える。 
② 地域別鍼治療実施状況 
近畿地方においては治療院よりも接骨院の

方が多い結果となっている。内訳をみてみると

滋賀県を除いた2府3県で接骨院の方が多い。

又、厚生労働省発表の衛生行政報告例の概略に

よると近畿での柔整の就業労働者が多く、そも

そもの接骨院の数の多さがこういった結果に

つながっていると考えられる。 
③ 都道府県別鍼治療実施状況 
鍼治療実施施設数は大都市を有する都道府

県が上位に位置し、人口に起因するところが大

きい。 
④ まとめ  
当社が訪問し、現在確認できている鍼治療実

施施設数は、日本の鍼実施施設の実情に近い数

値だと考えているが、上記のように全ての施設

を訪問できていないと考えられ、引き続き訪問

を実施し、さらに正確な数値を明らかにしたい

と考える。 
これまで、鍼灸界には多種様々な調査が行わ

れてきたと思われるが、今回の報告は、実地調

査、いわばフィールドワークとも言えるもので

あり、鍼灸業界でこれまでにないデータである

と考える。 
5. おわりに 
今回のデータを分析することで各地域での

鍼治療実施の特色を掴み、最終的には受療率向

上につながればと考える。 
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研究論文    はり師、きゅう師の業についての一考察 

―開業権・診断権という語を手掛かりに― 
坂部昌明 

公益財団法人 未来工学研究所 客員研究員 
 

１．はじめに 
権利を主張する場合、その権利の内容を十分

に理解しておく必要がある。なぜならば、権利

の性質上、主張の相手方あるいは内容と合致し

ない権利を主張することに意味がないからで

ある。 
鍼灸は医療であるのかといった議論は、これ

までも行われていたi。例えば、鍼灸が半制度下

の医療であるという説が述べられるなどii、鍼

灸の本質に対する研究は進み続けているが、未

だ万全とは言えない。 
筆者は、加えて議論すべき点として、業とし

てのはり師、きゅう師を法的にどう考えること

ができるかということを挙げたい。なぜなら、

我が国におけるはり師、きゅう師の本来の姿を

明らかにしなければ、必要のない主張のよる資

源の浪費をまねくおそれがあるからだ。 
本稿は、特にはり師、きゅう師の権利の一部

について検討を加えることを目的としている。

本稿が、我が国における業としてのはり師、き

ゅう師の本来の姿の明確化に貢献するものと

期待している。 
２．問題提起 
 今回、はり師、きゅう師の権利として検討を

加えるのは、開業権と診断権である。開業権と

は、はり師、きゅう師単独で施術所等を開設し

業を始められることを指すようである。また、

診断権とは、患者を診断する（あるいは診断名

を与える）ことを指すようである。「ようであ

る」という表現を用いたが、これは、あくまで

も巷間で用いられる開業権、診断権の平均的意

味を取り上げたに過ぎないためである。現在、

開業権あるいは診断権についての確定した定

義はない。 
 さて、巷間で用いられる開業権と診断権は、

権という表現と行為（開業や診断）の組合せの

                                                  
i 社会鍼灸学研究2006（創刊号）より、引き続き議論されている。 
ii 佐藤純一「現代医学・医療のなかの鍼灸とこれから」社会鍼灸学研究、2009（通巻４号）、p8-p20． 
iii 平野仁彦ほか『法哲学』有斐閣、p56-p57、2008、東京。 
iv 前掲平野ほかp56-p57の内容を表にした。 

言葉であり、権とは、行為を行うための専占的

な権力ないしは権利を表すもの思われる。すな

わち、はり師、きゅう師には、開業をする権利

がある、あるいは診断をする権利があるという

ことを表す語として用いられているものと考

えられる。 
 開業権および診断権は、法令には見られない

用語である。従って法定の定義はない。そこで、

権利それ自体の定義から、開業権および診断権

について検討する。 
３．権利とは 
 権利とは、法によって一定の資格者に対し

て認められる、利益を主張しそれを享受でき

る力を指す。対置される概念として義務があ

るが、義務とは、規範の存在を前提とし、そ

れにより人間の意思および行為に与える拘束

を指すiii。表１は、権利の分類に関するひと

つの考え方であるが、一言に権利といって

も、多様な分類が可能であることがわかる。 
 
表１ 権利の分類iv 

 
 
 表１の分類をもとにした場合、今回の検討対

象たる開業権、診断権は概ね②に該当すると考

えられる。③については、自己の意思により自

己の法的地位を変更できるという点で、開業権

との親和性があるように読み取れそうだが、

「他者の法的地位を変更できる」という点で該

当しない。 

表１ 地域別鍼治療実施状況 
地方 治療院 接骨院 医療機関 その他 合計 

北海道・東北 2,143  60.0% 1,171  32.8% 147  4.1% 112  3.1% 3,573  

関東 6,141  55.5% 3,900  35.2% 715  6.5% 311  2.8% 11,067  

東海・北陸・甲信越 4,395  69.5% 1,507  23.8% 229  3.6% 193  3.1% 6,324  

近畿 2,781  35.6% 4,574  58.5% 407  5.2% 57  0.7% 7,819  

中国・東海 1,532  59.2% 858  33.1% 164  6.3% 36  1.4% 2,590  

九州・沖縄 2,639  61.6% 1,211  28.3% 377  8.8% 55  1.3% 4,282  

合計 19,631  55.1% 13,221  37.1% 2,039  5.7% 764  2.1% 35,655  

               セイリン（株）調べ 

  表２ 都道府県別鍼治療実施状況 
都道府県 治療院 接骨院 医療機関 その他 合計 

東京都 2,778  56.4% 1,628  33.0% 367  7.5% 153  3.1% 4,926 

大阪府 1,124  27.8% 2,684  66.3% 222  5.5% 16  0.4% 4,046 

愛知県 1,655  71.2% 468  20.1% 96  4.1% 105  4.5% 2,324 

埼玉県 851  48.7% 734  42.0% 110  6.3% 51  2.9% 1,746 

神奈川県 1,008  58.7% 552  32.2% 107  6.2% 49  2.9% 1,716 

福岡県 969  57.5% 525  31.2% 175  10.4% 15  0.9% 1,684 

北海道 981  60.2% 529  32.5% 78  4.8% 42 2.6% 1,630 

千葉県 744  49.9% 637  42.7% 75  5.0% 36  2.4% 1,492 

兵庫県 619  44.5% 677  48.7% 73  5.2% 22  1.6% 1,391 

静岡県 929  71.5% 306  23.5% 43  3.3% 22  1.7% 1,300 

京都府 523  45.5% 560  48.7% 60  5.2% 7  0.6% 1,150 

広島県 467  55.1% 309  36.5% 64  7.6% 7  0.8% 847  

岐阜県 423  67.8% 152  24.4% 27  4.3% 22  3.5% 624  

宮城県 305  51.0% 236  39.5% 30  5.0% 27 4.5% 598  

鹿児島県 405  68.3% 127  21.4% 52  8.8% 9  1.5% 593  

長野県 346  67.3% 156  30.4% 8  1.6% 4  0.8% 514  

奈良県 214  43.1% 273  55.0% 6  1.2% 3  0.6% 496  

熊本県 301  65.3% 100  21.7% 57  12.4% 3  0.7% 461  

茨城県 288  67.4% 115  26.9% 15  3.5% 9  2.1% 427  

岡山県 269  64.0% 128  30.5% 22  5.2% 1  0.2% 420  

長崎県 257  61.3% 145  34.6% 14  3.3% 3  0.7% 419  

和歌山県 149  35.8% 233  56.0% 29  7.0% 5  1.2% 416  

栃木県 243  63.4% 113  29.5% 22  5.7% 5  1.3% 383  

都道府県 治療院 接骨院 医療機関 その他 合計 

群馬県 229  60.7% 121  32.1% 19  5.0% 8  2.1% 377  

福島県 239  65.1% 112  30.5% 8  2.2% 8 2.2% 367  

新潟県 243  67.9% 100  27.9% 7  2.0% 8  2.2% 358  

山口県 247  72.4% 76  22.3% 13  3.8% 5  1.5% 341  

宮崎県 232  68.0% 80  23.5% 22  6.5% 7  2.1% 341  

山梨県 243  72.8% 72  21.6% 9  2.7% 10  3.0% 334  

滋賀県 152  47.5% 147  45.9% 17  5.3% 4  1.3% 320  

岩手県 189  61.6% 94  30.6% 9  2.9% 15 4.9% 307  

大分県 205  67.4% 73  24.0% 17  5.6% 9  3.0% 304  

愛媛県 139  49.8% 99  35.5% 29  10.4% 12  4.3% 279  

三重県 172  63.0% 76  27.8% 12  4.4% 13  4.8% 273  

沖縄県 125  50.2% 102  41.0% 15  6.0% 7  2.8% 249  

富山県 169  70.4% 53  22.1% 14  5.8% 4  1.7% 240  

青森県 132  55.0% 89  37.1% 7  2.9% 12 5.0% 240  

石川県 141  61.0% 78  33.8% 7  3.0% 5  2.2% 231  

佐賀県 145  62.8% 59  25.5% 25  10.8% 2  0.9% 231  

山形県 154  70.3% 58  26.5% 5  2.3% 2 0.9% 219  

秋田県 143  67.5% 53  25.0% 10  4.7% 6 2.8% 212  

香川県 116  56.0% 78  37.7% 9  4.3% 4  1.9% 207  

島根県 131  80.4% 28  17.2% 3  1.8% 1  0.6% 163  

徳島県 70  53.4% 50  38.2% 9  6.9% 2  1.5% 131  

高知県 47  36.4% 71  55.0% 9  7.0% 2  1.6% 129  

福井県 74  58.7% 46  36.5% 6  4.8% 0  0.0% 126  

鳥取県 46  63.0% 19  26.0% 6  8.2% 2  2.7% 73  

                     セイリン（株）調べ 




